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指定訪問介護事業重要事項説明書 
〔令和  年  月  日現在〕 

 

 

 

１ 事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 川口市社会福祉協議会 

代 表 者 役 職 ・ 氏 名 会長 岡村 ゆり子 

本社所在地・電話番号 川口市青木３－３－１  ０４８－２５２－１２９４ 

法 人 設 立 年 月 日 昭和５３年３月９日 

 

 

２ サービスを提供する事業所の概要 

（１）事業所の名称等 

名 称 川口市社会福祉協議会 

事 業 所 番 号 訪問介護 

介護予防・日常生活支援総合事業第一号訪問事業 

（介護予防訪問介護相当） 

（事業所指定番号１１７０２００１２３） 

所 在 地 〒334-0013 川口市南鳩ヶ谷６－８－１６ 

（やすらぎ会館内）    

電 話 番 号 ０４８－２８５－６１０６ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０４８－２８５－０９０５ 

通常の事業の実施地域 川口市 

 

 

（２）事業所の営業時間等 

営 業 日 月曜日から金曜日 

（但し、国民の祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く） 

営業時間  午前８時３０分から午後５時１５分 

（但し、特別な事情がある場合においてはこの限りではない） 

連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる 

 

 

（３）事業所の勤務体制 

職 種 業務内容 勤務形態・人数 

管理者 ・従業者と業務の管理を行います。 

・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要

な指揮命令を行います。 

常勤 １人 
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サービス 

提供責任者 

・訪問介護計画を作成し、利用者へ説明し、同

意を得ます。 

・サービス担当者会議への出席等により居宅介

護事業者と連携を図ります。 

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向

を定期的に把握します。 

・居宅介護支援事業者に対して、把握した利用

者の服薬状況、口腔機能その他必要な情報を

提供します。 

・訪問介護員の業務の実施状況を把握します。 

・訪問介護員に対する研修、技術指導を行いま

す。 

常勤 ４人以上  

 

訪問介護員 訪問介護計画に基づき、訪問介護のサービスを

提供します。 

常勤  １人以上 

非常勤１５人以上 

 

 

 

３ サービス内容 

身体介護 利用者の身体に直接接触して介助するサービス、利用者の日

常生活動作能力や意欲の向上のために利用者とともに行う

自立支援のためのサービスを行います。 

（排泄介助、食事介助、清拭、入浴介助、体位変換、服薬介

助、通院・外出介助） 

生活援助 家事を行うことが困難な場合に、利用者に対して、家事の援

助を行います。 

（調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受け取り、衣類の整理） 

 

    

４ 利用料、その他の費用の額 

（１） 訪問介護の利用料 

 ア 基本利用料 

   利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として介護

保険負担割合証に記載された割合の額です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えた

サービス利用は全額負担となります。 

   ※地域区分別１単位当たりの単価１０．７０円（５級地） 
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※ 利用者の心身の状況等により、１人の訪問介護員によるサービス提供が困難であ

ると認められる場合で、利用者の同意を得て、２人の訪問介護員によるサービス提

供を行った場合、基本利用料の２倍の料金となります。 

 

 

 

 イ 加算 

   要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。 

※ 月額での計算の際には、端数処理を行いますので金額に多少の違いがあります。 

➀ 加算の基準に適合していると市に届け出ている加算 

加算の種類 要件 利用料 利用者負担額 

特定事業所加算

Ⅱ 

加算の体制要件、人材要件を満た

す場合 

１月につき 

 基本利用料の１０％ 

介護職員等処遇 

改善加算Ⅰ 

介護職員の賃金の改善等を実施

し、複数のキャリアパス要件に適

合し、職場環境等要件を満たし、

処遇改善の取組についてホームペ

ージへの掲載等にて見える化を行

っている場合 

１月につき 

 全ての利用者負担額の 

２４．５％ 

 

 

 

区分 
１回当たりの 

所要時間 
基本利用料 

利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

身体

介護 

２０分未満 １，７４４円 １７５円 ３４９円 ５２４円 

２０分以上 

３０分未満 

２，６１０円 ２６１円 ５２２円 ７８３円 

３０分以上 

１時間未満 

４，１４０円 ４１４円 ８２８円 １，２４２円 

１時間以上 

１時間３０分未満 

６，０６６円 ６０７円 １，２１４円 １，８２０円 

１時間３０分以上 

（３０分増すごとに

加算） 

８７７円 

を加算 

８８円 

を加算 

１７６円 

を加算 

２６４円 

を加算 

引き続き生活援助を算定 

する場合 

（２５分増すごとに加算） 

６９５円 

を加算 

７０円 

を加算 

１３９円 

を加算 

２０９円 

を加算 

生活

援助 

２０分以上 

４５分未満 

１，９１５円 １９２円 ３８３円 ５７５円 

４５分以上 ２，３５４円 ２３６円 ４７１円 ７０７円 
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② サービスの実施による加算 

加算の種類 要件 利用料 
利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

初回加算 新規に訪問介護計画を

作成した利用者に、サ

ービス提供責任者が自

ら訪問介護を行うか他

の訪問介護員に同行し

た場合 

１月につき 

 ２，１４０円 

 

２１４円 

 

４２８円 

 

６４２円 

緊急時訪問

介護加算 

利用者や家族等からの

要請を受け、緊急に身

体介護サービスを行っ

た場合 

１回につき 

 １，０７０円 

 

１０７円 

 

２１４円 

 

３２１円 

夜間・早朝 

加算 

夜間（１８時～２２

時）、早朝（６時～８

時）にサービスを提供

した場合 

１回につき 

基本利用料の２５％ 

深夜加算 深夜（２２時～翌朝６

時）にサービスを提供

した場合 

１回につき 

基本利用料の５０％ 

生活機能 

向上連携 

加算Ⅰ 

訪問リハビリテーショ

ン又は通所リハビリテ

ーションの理学療法士

等とサービス提供責任

者が共同して訪問介護

計画を作成した場合

（初回の訪問介護から

３か月間を限度） 

１月につき 

 １，０７０円 

 

１０７円 

 

２１４円 

 

３２１円 

生活機能 

向上連携 

加算Ⅱ 

訪問リハビリテーショ

ン又は通所リハビリテ

ーションの理学療法士

等に加えリハビリテー

ションを実施する医療

提供施設（原則として

許可病床数200床未満）

の理学療法士等とサー

ビス提供責任者が共同

して訪問介護計画を作

成した場合（初回の訪

問介護から３か月間を

限度） 

１月につき 

２,１４０円 

 

２１４円 

 

４２８円 

 

６４２円 
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（２）交通費 

   通常の事業の実施地域にお住まいのかたは無料です。 

   それ以外の地域で、訪問介護員が訪問する場合、その交通費の実費をご負担してい

ただきます。 

   なお、自動車・原動機付自転車を使用した場合は、通常の事業の実施地域を越えた

地点から、１キロメートル当たり５０円を請求します。 

 

（３）キャンセル料 

   利用予定日の直前にキャンセルをした場合は、キャンセル料をいただきます。 

   ただし、利用者の容態の急変や急な入院等、緊急やむを得ない事情がある場合は請

求しません。なお、サービスの利用を中止する場合には、至急、御連絡ください。 

  利用日の前日午後５時１５分までの連絡があ

った場合 
 無料 

  利用日の当日に連絡があった場合  当該基本料金の１０％の額 

  連絡がなかった場合  当該基本料金の５０％の額 

 

（４）その他 

  ① 利用者の居宅でサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用

は利用者のご負担となります。 

  ② 通院、外出介助での訪問介護員の公共交通機関の交通費は、実費相当を請求しま

す。 

③ 低所得世帯については、利用料の減免措置があります。 

 

５ 利用者負担額、その他の費用の請求及び支払方法 

（１）請求方法  

  ① 利用者負担額、その他の費用は利用月ごとの合計金額により請求します。 

  ② 請求書は、利用月の翌月末日までに利用者あてにお届けします。 

（２）支払い方法等 

  ① 請求月の翌月１２日（その日が土日国民の休日にあたる場合は翌日）までに、下

記のいずれかの方法でお支払いください。 

   ・利用者が指定する口座からの自動振替 

・現金払い 

  ② お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管してください。

医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。 

 

６ 秘密の保持 

（１）従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員であ

る期間及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者

との雇用契約の内容とします。 

（２）利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の

個人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で

同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 
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（３）利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚

生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」を遵守し、適切に取扱います。 

 

７ 緊急時の対応方法 

  サービスの提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要があった場合は、

速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、家族、介護支援

専門員等へ連絡をいたします。 

 

主治の医師 
医療機関の名称 

 

 

氏 名 
 

 

所 在 地 
 

 

電 話 番 号 
 

 

 

緊急連絡先 

（家族等） 

氏 名 
 

 

電 話 番 号 
 

 

 

８ 事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事

業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

  また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償

いたします。 

  なお、事業所は下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名  損害保険ジャパン株式会社 

保険名    社協の保険 

 

９ 虐待に関する事項 

虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じます。 

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて、従業者に周知徹底を図ります。 

（２） 虐待防止のための指針を整備します。 

（３）従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

（４）上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者及び責任者を設置します。 

（５）成年後見制度の利用を支援します。 

（６）サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者（利用者の家族等利用者を現に養

護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これ

を市町村に通報します。 
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虐待に関する責任者 齊藤 徹（管理者） 

虐待に関する担当者 中籔 知子（サービス提供責任者） 

 

１０ 身体拘束等の禁止について 

サービス提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」

といいます）を行いません。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他の必要な事項を記録

します。 

当事業所は、身体拘束等の適正化のため、次の措置を講じます。 

（１）身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、検

討結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

（２）身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 

（３）従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 

 

１１ 衛生管理について 

 当事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行い、また、

設備及び備品等について、衛生的な管理を行います。 

感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じます。 

（１）感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催する

とともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

（２）感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

（３）従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実

施します。 

 

１２ 業務継続計画の策定について 

当事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対するサービス提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」といいます）を策定し、必要な措置を講じます。 

 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施します。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に

応じて変更を行います。 

 

１３ サービス提供に関する相談、苦情 

（１）苦情処理の体制及び手順 

  ア サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。 

  イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。 

   ・苦情があった場合、直ちに苦情相談窓口担当者及び訪問介護事業所所長が利用者

と連絡を取り、詳しい事情を確認するとともに、サービス提供責任者及び直接担

当した訪問介護員からも事情を確認します。 

   ・関係者で苦情内容を検討し、対応方法を検討します。 

   ・検討結果に基づき、速やかに利用者に対応を行います。 
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   ・苦情の内容、処理結果について記録し、簿冊に保管し、再発防止に役立てます。 

 

（２）苦情相談窓口 

担  当 

電話番号 

受付時間 

受 付 日 

管理者 齊藤 徹 

０４８－２８５－６１０６ 

午前８時３０分から午後５時１５分 

月曜日から金曜日 

（但し、国民の祝日、１２月２９日から１月３日までを除く） 

 

市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができま

す。 

川口市 介護保険課 ０４８－２５８－１１１０ 

埼玉県国民健康保険団体連合会 

介護保険課 苦情対応係 

０４８－８２４－２５６８ 

（苦情相談専用） 

 

１４ 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 

利用者アンケート調査、意見箱等利用者

の意見等を把握する取組の状況 

あり 結果の開示 なし 

第三者による評価の実施状況 なし 

 

１５ サービスの利用に当たっての留意事項 

   サービスのご利用に当たってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）訪問介護員はサービス提供の際、次の業務を行うことができません。 

  ① 医療行為 

  ② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書の預かりなど、金銭に関する取扱い 

  ③ 利用者以外の家族のためのサービス提供 

  ④ 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障がないもの（草むしり、花木

の水やり、犬の散歩等） 

  ⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供（家具・電気器具等の移動等、大

掃除等） 

  ⑥ 利用者の飲酒時及び酩酊時のサービスの提供 

  ⑦ 酒・たばこなど、し好品の買い物 

（２）金品や飲食物の提供などはお断りいたします。 

（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早

めに担当の介護支援専門員又は当事業所の担当者へご連絡ください。 

（４）ハラスメントについて 

  ① 事業所は、適切な指定訪問介護等の提供を実現するために、職場及び介護現場に

おけるハラスメント行為により従業者の就業環境が害されることを防止するための

方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。 
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  ② ハラスメントは、介護サービスの提供を困難にし、関わった訪問介護員の心身に

悪影響を与えます。下記のような行為があった場合、状況によっては重要事項説明

書に基づき介護サービスの提供を停止させていただく事があります。 

   ア 性的な話をする、必要もなく手を触る等のセクシュアルハラスメント行為 

   イ 特定のヘルパーに嫌がらせをする、理不尽なサービスを要求する等の精神的暴力 

   ウ 叩く、つねる、払いのける等の身体的暴力 

   エ 長時間の電話、ヘルパーや事業所に対して理不尽な苦情を申し立てる等の、その 

他行為 

 

 

 

 

                           令和  年  月  日 

 

 指定訪問介護事業の提供開始に当たり、利用者に対して、重要な事項を説明しました。 

 

事業者 

 所 在 地  川口市青木３－３－１ 

 法 人 名  社会福祉法人 川口市社会福祉協議会 

 代表者名  会長 岡村 ゆり子          印 

 

 

説明者 

 事業所名  川口市社会福祉協議会 

 

 氏    名                       印 

      

                

 私は、事業者から重要な事項の説明を受け、サービスの提供開始について同意しました。 

 

利用者  住所 

 

 

              氏名                  印 

 

 

 

 （代理人） 住所 

 

 

              氏名                          印 

 

（令和８年４月１日改定） 


